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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月1日(2011.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】水処理装置
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、水処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排水処理装置における有用菌の利用は、ホテルの厨房排水や食品工場からの排水
のように油脂(ノルマルヘキサン抽出物質として測定されている)を比較的多量に含有して
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いる排水に対して利用されてきた。すなわち、それらの排水処理装置においては、油脂を
分解する微生物を調整槽や曝気槽もしくは接触酸化槽に投入して、効率的に油脂や有機物
等を総合的に微生物分解していた。
【０００３】
　ところで、従来技術としてのマイクロナノバブルを利用した水処理方法および水処理装
置が、特許文献１(特開２００８－３６５１８号公報)に開示されている。この従来技術は
、マイクロナノバブルを油脂を含む被処理水と混合して加圧浮上槽に導入して、被処理水
中の懸濁物質と超微細な懸濁物質の両方を加圧浮上槽で浮上分離させる内容である。した
がって、この従来技術では、加圧浮上槽の前段で被処理水とマイクロナノバブルを混合し
ているので、一般的な加圧浮上槽と比較して、油脂を含む超微細な懸濁物質をも加圧浮上
槽で浮上分離できる利点を開示している。
【０００４】
　また、特許文献２(特開２００４－１２１９６２号公報)には、従来技術としてのナノバ
ブルの利用方法および装置が開示されている。この技術は、ナノバブルが有する浮力の減
少、表面積の増加、表面活性の増大、局所高圧場の生成、静電分極の実現による界面活性
作用と殺菌作用などの特性を活用したものである。より具体的には、それらが相互に関連
することによって、汚れ成分の吸着機能、物体表面の高速洗浄機能、殺菌機能によって各
種物体を高機能、低環境負荷で洗浄することができ、汚濁水の浄化を行うことができるこ
とを開示している。
【０００５】
　また、特許文献３(特開２００３－３３４５４８号公報)には、従来技術としてのナノ気
泡の生成方法が開示されている。この技術は、液体中において、(1)液体の一部を分解ガ
ス化する工程、(2)液体中で超音波を印加する工程または、(3)液体の一部を分解ガス化す
る工程および超音波を印加する工程から構成されていることを開示している。
【０００６】
　また、特許文献４(特開２００４－３２１９５９号公報)では、従来技術としてのオゾン
マイクロバブルを利用する廃液の処理装置が開示されている。この技術では、マイクロバ
ブル発生装置にオゾン発生装置より生成されたオゾンガスと処理槽の下部から抜き出され
た廃液を加圧ポンプを介して供給している。また、生成されたオゾンマイクロバブルをガ
ス吹き出しパイプの開口部より処理槽内の廃液中に通気することを開示している。
【０００７】
　ところで、上記従来の排水処理装置における有用菌の利用は、ホテルの厨房排水や食品
工場からの排水の様に油脂(ノルマルヘキサン抽出物質として測定されている)を比較的多
量に含有している排水に対して、利用されてきた。すなわち、それらの排水処理装置にお
いては、油脂を分解する微生物を調整槽や曝気槽もしくは接触酸化槽に投入して、油脂や
有機物等を効率的に総合的に微生物分解していた。
【０００８】
　しかしながら、上記従来の有用菌を使用した排水処理装置では、有用菌の活性度が比較
的低いばかりか、処理水の水質を格段に向上させることができなかった。すなわち、上記
従来の排水処理装置では、一般的な微生物の集合体である活性汚泥と有用菌の作用のみの
微生物による処理であるが、有用菌の作用が弱い課題があった。また、上記従来の有用菌
を利用した排水処理装置では、有機物の酸化分解ができない課題もある。当然であるが、
有用菌のみでは、排水中の難分解性化合物をも酸化分解できない課題もある。また、一般
的な有用菌では、油脂の分解はある程度期待できるが、排水中のアンモニア性窒素の酸化
すなわち、硝酸性窒素までの硝化はできない課題もある。また、上記従来の有用菌を利用
した排水処理装置では、アンモニア性窒素の硝化と硝酸性窒素の窒素ガスとしての処理す
なわち、脱窒の両方を期待できない課題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
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【特許文献１】特開２００８－０３６５１８号公報
【特許文献２】特開２００４－１２１９６２号公報
【特許文献３】特開２００３－３３４５４８号公報
【特許文献４】特開２００４－３２１９５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、この発明の課題は、有用菌の活性度を高めて、有機物の酸化分解、排水中の難
分解性化合物の酸化分解、アンモニア性窒素の酸化等を可能にできる水処理装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するため、一参考例の水処理方法は、第１のマイクロナノバブルと、こ
の第１のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイズの第２のマイクロナノバブルと
で微生物を活性化し、この活性化した微生物で水処理を行うことを特徴としている。
【００１２】
　この参考例の水処理方法によれば、サイズの異なる第１,第２の２種類のマイクロナノ
バブルで微生物を活性化するので、サイズの異なる微生物の大部分を活性化でき、活性化
した大部分の微生物による水処理効率の向上を図れる。そして、微小なマイクロナノバブ
ル(第２のマイクロナノバブル)と微生物とが被処理水に混合された状態となるので、活性
化した微生物による処理効率の向上と、微小なマイクロナノバブルが有するフリーラジカ
ルによる有機物の酸化作用や、油脂の酸化分解作用を発揮できる。
【００１３】
　上記微生物には、比較的大きいサイズの微生物(例えば、原生動物,糸ミミズ等)とバク
テリアの様にサイズが比較的小さい微生物の両方が存在している。この発明は、サイズの
異なる各種微生物に対して、粗大な第１マイクロナノバブルと微小な第２マイクロナノバ
ブルの相乗的な効果によって、各種微生物を活性化する。また、粗大な第１マイクロナノ
バブルには、微生物を活性化する作用と水槽内を撹拌する作用とがある。そして、粗大な
第１マイクロナノバブルと微小な第２マイクロナノバブルという２種類のマイクロナノバ
ブルで、総合的に水処理性能を高めることができる。
【００１４】
　また、一参考例の水処理方法は、上記微生物が枯草菌を含んでいる。
【００１５】
　この実施形態の水処理方法によれば、微生物としての枯草菌を２種類のマイクロナノバ
ブルで活性化するので、サイズの異なる枯草菌の大部分を活性化でき、活性化した大部分
の枯草菌による処理効率の向上を図れる。そして、微小な第２マイクロナノバブルと微生
物としての枯草菌とが被処理水に混合された状態となるので、活性化した枯草菌による処
理効率の向上と微小なマイクロナノバブルが有するフリーラジカルによる有機物の酸化作
用や、油脂の酸化分解作用を発揮できる。
【００１６】
　また、一参考例の水処理方法は、上記微生物がバチルスサブティリス・サポロフィテッ
クを主とした微生物群を含んでいる。
【００１７】
　この参考例の水処理方法によれば、微生物としてのバチルスサブティリス・サポロフィ
テックを主とした微生物群を２種類のマイクロナノバブルで活性化するので、バチルスサ
ブティリス・サポロフィテックを主とした微生物群による微生物処理の効率向上を図れる
。そして、微小な第２マイクロナノバブルとバチルスサブティリス・サポロフィテックを
主とした微生物群とが被処理水に混合された状態となるので、バチルスサブティリス・サ
ポロフィテックを主とした微生物群による水処理効率の向上と微小なマイクロナノバブル
が有するフリーラジカルによる有機物の酸化作用や、油脂の酸化分解作用をも発揮できる
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。
【００１８】
　また、一参考例の水処理方法は、上記微生物がセレウス種を主とした微生物群を含んで
いる。
【００１９】
　この参考例の水処理方法によれば、セレウス種を主とした微生物群を含んでいる微生物
を２種類のマイクロナノバブルで活性化するので、セレウス種を主とした微生物群による
微生物処理の効率向上を期待できる。
【００２０】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤を含
有する液体を導入して、上記第１のマイクロナノバブルを発生させる。
【００２１】
　この参考例の水処理方法によれば、栄養剤を含有する液体をマイクロナノバブル発生機
に導入して粗大な第１のマイクロナノバブルを多量に製造できるので、比較的サイズの大
きい微生物を活性化して、水処理の効率を向上できる。また、栄養剤の成分をマイクロナ
ノバブル発生機に導入することで、粗大な第１のマイクロナノバブルを多量に発生させる
ことができる結果、水処理効率を向上できる。すなわち、栄養剤は、微生物に対する栄養
剤であるが、粗大なマイクロナノバブルを多量に製造するのにも有効であることが分った
。
【００２２】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤を含
有する液体を導入して、上記第２のマイクロナノバブルを発生させる。
【００２３】
　この参考例の水処理方法によれば、上記栄養剤を含有する液体をマイクロナノバブル発
生機に導入して微小な第２のマイクロナノバブルを多量に製造できるので、比較的サイズ
の小さい微生物を活性化して、水処理効率を向上できる。また、上記栄養剤の成分をマイ
クロナノバブル発生機に導入して、微小なマイクロナノバブルを合理的に多量に発生させ
ることができる結果、水処理効率を向上できる。すなわち、栄養剤は、微生物に対する栄
養剤であるが、微小なマイクロナノバブルを多量に製造するのにも有効であることが分っ
た。
【００２４】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記バブル発生助剤を含
有する液体を導入して、上記第１のマイクロナノバブルを発生させる。
【００２５】
　この参考例の水処理方法によれば、バブル発生助剤(ミネラルや界面活性剤等の気泡助
剤)をマイクロナノバブル発生機に導入して、粗大な第１のマイクロナノバブルを多量に
製造できる結果、水処理の効率を向上できる。
【００２６】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記バブル発生助剤を含
有する液体を導入して、上記第２のマイクロナノバブルを発生させる。
【００２７】
　この参考例の水処理方法によれば、上記バブル発生助剤をマイクロナノバブル発生機に
導入して、微小な第２のマイクロナノバブルを多量に製造することができる結果、水処理
の効率を向上できる。
【００２８】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤とバ
ブル発生助剤の両方を含有する液体を導入して、上記第１のマイクロナノバブルを発生さ
せる。
【００２９】
　この参考例の水処理方法によれば、上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方をマイ



(5) JP 2011-25200 A5 2011.7.21

クロナノバブル発生機に導入して、粗大な第１のマイクロナノバブルを多量に製造できる
結果、水処理の効率を向上できる。
【００３０】
　また、一参考例の水処理方法は、マイクロナノバブル発生機に上記微生物の栄養剤とバ
ブル発生助剤の両方を含有する液体を導入して、上記第２のマイクロナノバブルを発生さ
せる。
【００３１】
　この参考例の水処理方法によれば、上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の両方をマイ
クロナノバブル発生機に導入して、微小な第２のマイクロナノバブルを多量に製造するこ
とができる結果、水処理の効率を向上できる。
【００３２】
　また、本発明の水処理装置は、被処理水が導入される調整槽と、
　上記調整槽からの処理水が導入される接触酸化槽と、
　上記接触酸化槽から導入される処理水を外部に放流する放流ポンプ槽と、
　微生物が導入される微生物培養槽と、
　上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加する
添加剤槽と、
　第１のマイクロナノバブルとこの第１のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイ
ズの第２のマイクロナノバブルとを発生して上記第１および第２のマイクロナノバブルを
上記微生物培養槽に供給するマイクロナノバブル発生機と、
　上記微生物培養槽から上記第１および第２のマイクロナノバブルと上記微生物とを含有
した微生物含有マイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給
するマイクロナノバブル水供給部とを備える。
【００３３】
　この発明の水処理装置によれば、上記マイクロナノバブル水供給部は、上記微生物培養
槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加することで活性化した
微生物を含有するマイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供
給する。この活性化された微生物および第１,第２のマイクロナノバブルによって、調整
槽,接触酸化槽および放流ポンプ槽が構成する水処理部の水処理能力を向上させることが
できる。
【００３４】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記マイクロナノバブル発生機は、気体せん断部
が付加した渦流ポンプと、
　上記渦流ポンプに接続された加圧タンクと、
　上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属している余剰エアータンクとを有
している。
【００３５】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記マイクロナノバブル発生機が気体せん断部が
付加した渦流ポンプと加圧タンクおよび圧力計が付属している余剰エアータンクから構成
されているので、マイクロナノバブルを多量に製造することができる。特に、余剰エアー
タンクにより、比較的サイズの大きいマイクロナノバブル(第１のマイクロナノバブル)を
余剰エアーとして区分して製造することができる。そして、比較的サイズの小さいマイク
ロナノバブル(第２のマイクロナノバブル)をサイズの大きいマイクロナノバブルと区分し
て製造することができる。
【００３６】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記微生物培養槽は、上記マイクロナノバブル発
生機からの第１のマイクロナノバブルが供給される第１の混合撹拌槽と、
　上記マイクロナノバブル発生機からの第２のマイクロナノバブルが供給される第２の混
合撹拌槽とを有する。
【００３７】
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　この実施形態の水処理装置によれば、上記微生物培養槽が有する第１の混合撹拌槽で粗
大な第１のマイクロナノバブルと微生物とを混合撹拌しながら培養でき、上記微生物培養
槽が有する第２の混合撹拌槽で微小な第２のマイクロナノバブルと微生物とを混合撹拌し
ながら培養できる。この微小なマイクロナノバブルは、微生物の活性化や有機物に対する
フリーラジカルによる酸化作用を期待できる。また、上記粗大なマイクロナノバブルは、
大型の微生物の活性化や、槽内の空気撹拌に有効となる。
【００３８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記添加剤槽は、上記微生物培養槽に上記栄養剤
とバブル発生助剤の両方を添加する。
【００３９】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記添加剤槽から上記微生物培養槽に栄養剤とバ
ブル発生助剤の両方が添加されるので、上記栄養剤が微生物の栄養源になると同時に、上
記栄養剤の成分が無機物であろうと有機物であろうとマイクロナノバブルの製造に有効と
なる。要するに、液体に無機物や有機物が溶解しているとマイクロナノバブルが多量に発
生することが、実験により判明している。なお、栄養剤としては、各種ミネラルがあり、
またバブル発生助剤としては、無機塩類が挙げられる。この栄養剤としてのミネラルとバ
ブル発生助剤としての無機塩類とを微生物培養槽に添加して、マイクロナノバブル発生機
を運転すると、粗大なマイクロナノバブルと微小なマイクロナノバブルが多量に発生して
微生物を活性化することとなる。
【００４０】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽に充填材が配置されている。
【００４１】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記接触酸化槽に充填材が充填されているので、
充填材に微生物が固定化されて微生物による処理が安定する。また、マイナスの電荷を有
するマイクロナノバブルが充填材に無数付着して、充填材に固定化した微生物がマイクロ
ナノバブルを利用し易くなり、微生物がより活性化して処理性能が向上する。
【００４２】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽に充填材としてポリ塩化ビニリデ
ン充填物が配置されている。
【００４３】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記接触酸化槽に充填材としてのポリ塩化ビニリ
デン充填物が充填されているので、このポリ塩化ビニリデン充填物に微生物が固定化され
て微生物処理が安定する。また、マイナスの電荷を有するマイクロナノバブルがポリ塩化
ビニリデン充填剤に無数付着して、ポリ塩化ビニリデン充填剤に固定化した微生物がマイ
クロナノバブルを利用し易くなり、微生物がより活性化して処理性能が向上する。
【００４４】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処
理水を上記接触酸化槽へ返送する循環ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ
槽へ導入する循環ポンプ槽を備えた。
【００４５】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記循環ポンプ槽と接触酸化槽との間で処理水を
循環させて処理能力の向上を図れる。
【００４６】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽は、曝気される曝気槽をなし、さ
らに、上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物汚泥を上記
接触酸化槽へ返送する循環ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入す
る沈殿槽を備えた。
【００４７】
　この実施形態の水処理装置によれば、調整槽と曝気槽と沈澱槽と放流ポンプ槽とが水処
理部を構成する。これらの槽は、水処理においては典型的な槽であるから、各種排水処理
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装置、再利用装置、下水処理装置、し尿処理装置等に活用することができる。
【００４８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽は、曝気と硝化を行う曝気硝化槽
をなし、さらに、上記曝気硝化槽からの処理水が導入されて上記処理水に含まれる微生物
汚泥を沈殿させて循環ポンプで上記曝気硝化槽へ返送すると共に上記処理水を上記放流ポ
ンプ槽へ導入する沈殿脱窒槽を備えた。
【００４９】
　この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する曝気硝化槽は、曝気槽の機能
と硝化槽の機能を併せ持っているので、処理性能を向上できる。また、水処理部を構成す
る沈澱脱窒槽は、沈澱槽の機能と脱窒槽の機能とを併せ持っているので、処理性能を向上
できる。結果として、この実施形態の曝気硝化槽、沈澱脱窒槽は、曝気槽、沈澱槽、硝化
槽、脱窒槽から構成されている通常の排水処理装置に比べて、シンプルな排水処理システ
ムとなるばかりでなく、建設費やランニングコストを低減できる。
【００５０】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水として再利用水が流入
する。
【００５１】
　この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽に再利用水が流入する
ので、この再利用水を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理できて、再利用
設備を小さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。
【００５２】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水として下水が流入する
。
【００５３】
　この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽に下水が流入するので
、この下水を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理でき、下水処理設備を小
さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。すなわち、下水処理での発生汚泥の削減と
脱窒性能の向上を図れる。
【００５４】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記調整槽へ上記被処理水としてし尿が流入する
。
【００５５】
　この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を構成する調整槽にし尿が流入するので
、このし尿を有用菌から構成される微生物を用いて効率的に処理できて、し尿処理設備を
小さくでき、イニシャルコストの低減に役立つ。
【００５６】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記接触酸化槽の水槽内部に液中膜が設置されて
おり、上記接触酸化槽の液中膜から上記放流ポンプ槽へ処理水を導入する。
【００５７】
　この実施形態の水処理装置によれば、水処理部を調整槽と、液中膜が水槽内部に設置さ
れた接触酸化槽と放流ポンプ槽とで構成しているので、上記接触酸化槽の水槽内部に設置
された液中膜で有用微生物を高濃度とすることができる。そして、有用微生物濃度が高濃
度となることで、水処理装置の処理性能が向上する。すなわち、液中膜を使用すれば、接
触酸化槽の内部における微生物濃度を、ＭＬＳＳ(ミックスド・リカー・サスペンディド
・ソリッド)濃度で一例として１００００ｐｐｍ～３００００ｐｐｍ程度まで高めて効率
的に微生物処理できる。これに対し、液中膜を使用しない通常の接触酸化槽の一例での微
生物濃度は、ＭＬＳＳ濃度で３０００ｐｐｍ～１００００ｐｐｍの範囲になる。
【００５８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記マイクロナノバブル水供給部は、上記微生物
培養槽から上記調整槽に活性化された有用微生物を含有したマイクロナノバブル水を供給
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する。
【００５９】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記微生物培養槽から調整槽に活性化された有用
微生物が添加されるので、上記調整槽は後段の接触酸化槽の前処理設備となり、後段の接
触酸化槽への流入負荷を低減できる。
【００６０】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記水処理部の調整槽および液中膜が水槽内部に
設置された接触酸化槽の両方に活性化有用微生物が添加される。
【００６１】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記活性化有用微生物によって、調整槽および接
触酸化槽の処理能力が向上して、全体的な水処理装置の性能が向上することになる。
【００６２】
　また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がバチルス・リケニホルミスを主とした
微生物群を含んでいる。
【００６３】
　この参考例の水処理方法によれば、上記微生物が含んでいるバチルス・リケニホルミス
を主とした微生物群が微小な第２のマイクロナノバブルと粗大な第１のマイクロナノバブ
ルとによって相乗的に活性化され、処理効率を向上できる。
【００６４】
　また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がシュードモナス・フルオレセンスを主
とした微生物群を含んでいる。
【００６５】
　この参考例の水処理方法によれば、上記シュードモナス・フルオレセンスを主とした微
生物群が、微小な第２のマイクロナノバブルと粗大な第１のマイクロナノバブルによって
相乗的に活性化されるので、処理効率を向上できる。
【００６６】
　また、一参考例の水処理方法では、上記微生物がシュードモナス・プチダを主とした微
生物群を含んでいる。
【００６７】
　この参考例の水処理方法によれば、上記シュードモナス・プチダを主とした微生物群が
微小な第２のマイクロナノバブルと粗大な第１のマイクロナノバブルによって相乗的に活
性化されるので、処理効率を向上できる。
【００６８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がケイ素を含有している。
【００６９】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がケイ素を含有しているので、微生物
の活性化に有効となるばかりでなく、ケイ素は無機イオンであるので、無機イオンが水に
溶解することにより、マイクロナノバブルをより多量に製造することができる。すなわち
、水に無機イオンを添加すると、マイクロナノバブルがより多量に発生することが実験に
より判明している。
【００７０】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がカリウムを含有している。
【００７１】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がカリウムを含有しているので、微生
物の活性化に有効となるばかりでなく、カリウムは無機イオンであるので、無機イオンが
水に溶解することにより、マイクロナノバブルをより多量に製造することができる。
【００７２】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がマグネシウムを含有している。
【００７３】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がマグネシウムを含有しているので、
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微生物の活性化に有効となるばかりでなく、マグネシウムは無機イオンであるので、無機
イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。
【００７４】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤が窒素を含有している。
【００７５】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤が窒素を含有しているので、微生物の
活性化に有効となるばかりでなく、窒素は硝酸イオンとして添加されるので、無機イオン
の添加となり、無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量
に製造できる。また、硝酸イオンは、マイクロナノバブルの製造に役立つと共に、微生物
を活性化するための栄養源としても有効である。なお、被処理水中に硝酸イオンが多量に
存在する場合は、排水処理装置の水処理部で脱窒することが必要になる場合もある。
【００７６】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がリンを含有している。
【００７７】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がリンを含有しているので、微生物の
活性化に有効となるばかりでなく、リンはリン酸イオンとして添加されるので、無機イオ
ンの添加となり、無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多
量に製造できる。リン酸イオンは、マイクロナノバブルの製造に役立つ、また微生物を活
性化するための栄養源としても有効である。なお、被処理水中にリン酸イオンが多量に存
在する場合は、排水処理装置の水処理部で脱リンすることが必要となる場合もある。
【００７８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記栄養剤がケイ素、カリウム、マグネシウム、
窒素、リンを含有している。
【００７９】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記栄養剤がケイ素、カリウム、マグネシウム、
窒素、リンを含有しているので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、各種無機イ
オンの添加となり、各種無機イオンが水に溶解することによって、マイクロナノバブルを
より多量に製造できる。
【００８０】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤が無機塩類を含有している。
【００８１】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤が無機塩類を含有しているの
で、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、各種無機塩類の添加により、各種無機塩
類が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。
【００８２】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がナトリウム塩を含有してい
る。
【００８３】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がナトリウム塩を含有してい
るので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、ナトリウム塩の添加により、ナトリ
ウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造することがで
きる。
【００８４】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がカルシウム塩を含有してい
る。
【００８５】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がカルシウム塩を含有してい
るので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、カルシウム塩の添加により、カルシ
ウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。
【００８６】
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　また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がカリウム塩を含有している
。
【００８７】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がカリウム塩を含有している
ので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、カリウム塩の添加により、カリウム塩
が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる。
【００８８】
　また、一実施形態の水処理装置では、上記バブル発生助剤がマグネシウム塩を含有して
いる。
【００８９】
　この実施形態の水処理装置によれば、上記バブル発生助剤がマグネシウム塩を含有して
いるので、微生物の活性化に有効となるばかりでなく、マグネシウム塩の添加により、マ
グネシウム塩が水に溶解することによって、マイクロナノバブルをより多量に製造できる
。
【発明の効果】
【００９０】
　この発明の水処理装置によれば、サイズの異なる第１,第２の２種類のマイクロナノバ
ブルで微生物を活性化するので、サイズの異なる微生物の大部分を活性化でき、活性化し
た大部分の微生物による水処理の効率を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の排水処理装置の第１実施形態を模式的に示す図である。
【図２】本発明の排水処理装置の第２実施形態を模式的に示す図である。
【図３】本発明の排水処理装置の第３実施形態を模式的に示す図である。
【図４】本発明の排水処理装置の第４実施形態を模式的に示す図である。
【図５】本発明の排水処理装置の第５実施形態を模式的に示す図である。
【図６】本発明の排水処理装置の第６実施形態を模式的に示す図である。
【図７】本発明の排水処理装置の第７実施形態を模式的に示す図である。
【図８】本発明の排水処理装置の第８実施形態を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９２】
　以下、この発明を図示の実施の形態により詳細に説明する。
【００９３】
　　　(第１の実施の形態)
　図１は、この発明の水処理装置の第１実施形態を模式的に示す図である。この第１実施
形態の水処理装置は、大きくは水処理部５７と微生物活性化部５８から構成されている。
また、さらに詳細には、水処理部５７は、接触調整槽２、接触酸化槽９、循環ポンプ槽１
５、放流ポンプ槽２０から構成されている。一方、微生物活性化部５８は、マイクロナノ
バブル発生機２６、微生物培養槽２７、添加剤槽としての栄養剤・バブル発生助剤槽２８
から構成されている。
【００９４】
　次に、図１に従い、この第１実施形態をさらに詳細に説明する。原水は、原水配管１を
経由して、接触調整槽２に流入する。接触調整槽２は、空気を散気管５により吐出させて
の空気撹拌により、流入水の水質や水量を調整するための水槽である。
【００９５】
　この接触調整槽２には、電動弁１２が開の条件で、微生物活性化部５８からの活性化し
た微生物が水配管１４を経由して導入される。このため、接触調整槽２では、活性化微生
物による処理も実施されることになる。この接触調整槽２では、水槽下部に散気管５が設
置されており、ブロワー３から吐出する空気が空気配管４を経由して散気管５から吐出し
て、気泡１９となり、接触調整槽２内を空気撹拌している。そして、この接触調整槽２で
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は、活性化微生物と空気撹拌により水質が調整された被処理水は、接触調整槽ポンプ６に
より、水配管７とスクリーンユニット８を経由して、次の槽である接触酸化槽９に導入さ
れる。このスクリーンユニット８の目的は、単に浮遊物質の除去であり、市販のバースク
リーンタイプのスクリーンユニット８を採用した。
【００９６】
　上記接触酸化槽９の水槽下部には、散気管１０が設置されている。この散気管１０は、
ブロワー５０から空気配管１１を経由して送られて来る空気による気泡５５を吐出して、
接触酸化槽９内の空気撹拌を実施している。この接触酸化槽９には、電動弁１３が開の条
件で、微生物活性化部５８で活性化した微生物が水配管１４を経由して導入される。この
活性化微生物が接触酸化槽９に導入されることによって、接触酸化槽９での処理性能が向
上することになる。
【００９７】
　上記接触酸化槽９内の活性化した微生物は、一般的な有機物の微生物分解のみならず、
被処理水中の油脂成分をも効率的に分解することができる。油脂を微生物分解すると脂肪
酸とグリセリンとなり、結果として水質項目であるノルマルヘキサン抽出物質の測定値が
低下する。上記油脂成分の分解の基本的考え方は、活性化微生物が分泌する酵素(リパー
ゼ)により、油脂を脂肪酸とグリセリンに分解する内容である。
【００９８】
　また、上記活性化微生物は、具体的設備としての微生物培養槽２７から添加ポンプ４９
により、マイクロナノバブル水供給部を構成する水配管１４を経由して、接触酸化槽９に
添加される。この活性化微生物は、液体としての水に含有された状態であり、この液体(
水)は、微小マイクロナノバブルを含んでいる。このため、上記活性化微生物を含有した
水は、活性化微生物による作用と微小マイクロナノバブルによる作用の両方の作用を発揮
することになる。なお、上記活性化微生物の具体的一例としては、枯草菌を挙げることが
できる。上記微小マイクロナノバブルは、第２のマイクロナノバブルとしての数百ｎｍ前
後の直径を有する超微細気泡を多量に含有している。
【００９９】
　ここで、上記微小マイクロナノバブルの作用について説明する。
【０１００】
　第１に、上記微小マイクロナノバブルは、有用微生物である枯草菌を活性化する作用が
ある。第２に、上記微小マイクロナノバブルが有するフリーラジカルに起因する酸化作用
によって有機物や難分解有機物を酸化分解させる作用がある。
【０１０１】
　上記接触酸化槽９で上記活性化微生物と微小マイクロナノバブルにより処理された被処
理水は、オーバーフロー配管７３を経由して、循環ポンプ槽１５に流入する。循環ポンプ
槽１５は、流入してきた沈澱する活性化微生物を循環ポンプ１７で水配管２５を経由して
接触酸化槽９に返送している。この活性化微生物による汚泥は、微小マイクロナノバブル
により循環ポンプ槽１５での沈降性がさらに良好となるので、循環ポンプ槽１５から放流
ポンプ槽２０に流出することはない。また、この循環ポンプ槽１５において、ブロワー５
０からの吐出空気は空気配管１１を経由して散気管１６から吐出することになる。また、
散気管１６からの吐出空気はバルブ(図示せず)により調整されて、活性化した微生物を循
環ポンプ槽１５で撹拌する。よって、循環ポンプ槽１５に流入してくる活性化した微生物
汚泥は、循環ポンプ１７により、効率的に接触酸化槽９に返送される。こうして、接触酸
化槽９、循環ポンプ槽１５、循環ポンプ１７および活性化した有用菌である枯草菌の組み
合わせにより、循環ポンプ槽１５から放流ポンプ槽２０へ活性化した微生物汚泥が流出す
ることは実質的に皆無となる。そして、最終的に、放流ポンプ槽２０に流入した処理水は
、放流ポンプ槽２０に設置してある放流ポンプ２２により外部に処理水として排出される
。
【０１０２】
　なお、放流ポンプ槽２０にも、散気管２１が設置されていて、上記ブロワー５０からの
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吐出空気が散気管２１から吐出する。この放流ポンプ槽２０を数年に１回程度、清掃する
場合に、ブロワー５０からの吐出空気を散気管２１から吐出させて使用する。
【０１０３】
　次に、微生物活性化部５８について詳細に説明する。上述した様に、微生物活性化部５
８は、マイクロナノバブル発生機２６、微生物培養槽２７、栄養剤・バブル発生助剤槽２
８から構成されている。上記マイクロナノバブル発生機２６は、加圧タンク３３、余剰エ
アータンク３２、そして気体せん断部３８が付加した渦流ポンプ３９から構成されている
。栄養剤およびバブル発生助剤を含む水が、吸い込み配管４１を経由して気体せん断部３
８が付加した渦流ポンプ３９に流入し、液体としての水と気体としての空気が渦流ポンプ
３９のインペラが高速回転することにより、気液混合,せん断される。なお、気体として
の空気は、バルブ７６が開の条件で空気吸い込み配管７５から一定量が導入される。
【０１０４】
　ここで、マイクロナノバブル発生機２６を構成する渦流ポンプ３９と気体せん断部３８
におけるマイクロナノバブル発生のメカニズムを記載する。
【０１０５】
　マイクロナノバブル発生機２６の渦流ポンプ３９と気体せん断部３８において、マイク
ロナノバブルを発生させるために、液体および気体の混相旋回流を発生させ、回転中心部
に高速旋回させる気体空洞部を形成させる。次に、この気体空洞部を圧力で竜巻状に細く
して、より高速で旋回する回転せん断流を発生させる。この気体空洞部に、気体としての
空気をマイナス圧(負圧)を利用して、自動的に供給させる。さらに、この気体空洞部を切
断,粉砕しながら混相流を回転させる。この切断,粉砕は、装置出口付近における内外の気
液二相流体の旋回速度差により起きる。その時の回転速度は、５００～６００回転/秒で
ある。
【０１０６】
　すなわち、マイクロナノバブル発生機２６の渦流ポンプ３９において、流体力学的に圧
力を制御することで、負圧形成部分から気体を吸入し、高揚程ポンプである渦流ポンプ３
９で高速流体運動させて、負圧部を形成し、マイクロナノバブルやナノバブルを発生させ
る。より解かりやすく簡単に説明すると、渦流ポンプ３９である高揚程ポンプで水と空気
を効果的に自給,混合,溶解し、圧送し、高速せん断することにより、マイクロナノバブル
やナノバブルを製造することができるのである。
【０１０７】
　以上が、マイクロナノバブル発生機２６での気体せん断部３８が付加した渦流ポンプ３
９によるマイクロナノバブル発生のメカニズムである。なお、上記渦流ポンプ３９に流入
させる水に栄養剤およびバブル発生助剤を添加することは、マイクロナノバブルの発生量
を飛躍的に増大させる効果がある。
【０１０８】
　こうして、上記渦流ポンプ３９で発生したマイクロナノバブル水は、次に、吐出水配管
３７を経由して、加圧タンク３３に導入される。この加圧タンク３３の目的は、発生した
マイクロナノバブルを水へ加圧溶解させることである。したがって、この加圧タンク３３
を経由することで、マイクロナノバブルが水に溶解して溶存酸素濃度が上昇する。この加
圧タンク３３を出た水は、配管３５を経由して、余剰エアータンク３２に導入される。こ
の余剰エアータンク３２は、タンク３２内で微小マイクロナノバブルを作製するために、
余剰エアーである粗大マイクロナノバブルを余剰エアータンク３２の上部から開状態の電
動弁３４から排出させる機能がある。これにより、酸化作用があり、溶解効率の良い微小
マイクロナノバブルを作製することができる。
【０１０９】
　余剰エアーである粗大マイクロナノバブルといっても、マイクロナノバブルの１種であ
る。この粗大マイクロナノバブルは、大部分の気泡が、数十μｍの気泡(第１のマイクロ
ナノバブル)である。よって、この粗大マイクロナノバブルを含有した水は、配管として
の粗大マイクロナノバブル水配管３６を経由して、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽４
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６内部の粗大マイクロナノバブル水吐出配管４８から吐出させて、粗大マイクロナノバブ
ル流５６となる。この粗大マイクロナノバブル流５６は、枯草菌培養のための粗大マイク
ロナノバブル混合撹拌槽４６内の撹拌に利用されている。
【０１１０】
　一方、余剰エアータンク３２には、圧力計３１が設置されている。そして、微小マイク
ロナノバブルを作製するに当って、余剰エアータンク３２内を最適な圧力とするために、
電動バルブ３４と電動バルブ３０の開度を調整することで余剰エアータンク３２内の圧力
を調整している。実排水による運転の結果、圧力計３１の値は、排水の種類によっても多
少異なるが、圧力として約０.４ＭＰａ(メガパスカル)の場合が多い。この圧力による運
転条件により、電動弁３０を通過した微小マイクロナノバブルは、微小マイクロナノバブ
ル水配管２９を経由してマイクロナノバブル発生槽４０内の微小マイクロナノバブル吐出
管４２から吐出して、微細マイクロナノバブル流４３が発生することになる。
【０１１１】
　なお、マイクロナノバブル発生機２６は、具体的には、株式会社　ニクニの気体せん断
部３８が付加した渦流ポンプ３９と株式会社ニクニの余剰エアータンク３２と加圧タンク
３３を採用した。２種類の粗大マイクロナノバブルと微小マイクロナノバブルを発生させ
るためには、株式会社ニクニの気体せん断部３８が付加した渦流ポンプ３９、余剰エアー
タンク３２、加圧タンク３３と栄養剤・バブル発生助剤を添加する設備が必要となる。
【０１１２】
　そして、栄養剤・バブル発生助剤を添加する設備としては、栄養剤・バブル発生助剤槽
２８、定量ポンプ５２等が必要となる。つまり、栄養剤・バブル発生助剤が水配管５４か
ら栄養剤・バブル発生助剤槽２８へ導入される。また、栄養剤・バブル発生助剤を含有し
た水を、定量ポンプ５２により栄養剤・バブル発生助剤槽２８から吸い込み配管５１へ吸
い込んで、水配管５３を経由して、マイクロナノバブル発生槽４０へ栄養剤とバブル発生
助剤が導入される。
【０１１３】
　次に、微生物培養槽２７について、説明する。この微生物培養槽２７は、微小マイクロ
ナノバブル混合撹拌槽４０と粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽４６から構成されている
。また、微小マイクロナノバブル混合撹拌槽４０の上部に有用菌である枯草菌を投入する
べくホッパー４５とその下部の自動供給機４４が設置されている。そして、有用菌である
枯草菌として、バチルスサブティリス・サポロフィテックをホッパー４５に投入した。こ
の枯草菌としてのバチルスサブティリス・サポロフィテックは、蒸気殺菌された小麦の『
ふすま』に混合されている商品を購入してホッパー４５に投入した。このバチルスサブテ
ィリス・サポロフィテックは、蒸気殺菌された小麦の『ふすま』に混合されている状態で
は、仮死状態である。そして、このバチルスサブティリス・サポロフィテックは、自動供
給機４４で微小マイクロナノバブル混合撹拌槽４０に供給されて、液体としての水や微小
マイクロナノバブルと混合,撹拌されて、仮死状態から活性化し増殖して作用するように
なる。また、この時、さらに上記液体としての水に、ケイ素、カリウム、マグネシウム、
窒素、リン等のいずれか１つもしくは全部が含有されていると、より効率的に活性化が進
行する。
【０１１４】
　なお、バチルスサブティリス・サポロフィテックを上記ふすまに混合しての仮死状態は
、最長３年間持続する。すなわち、最長３年間保存することができる。
【０１１５】
　上記ふすまに混合された有用微生物のバチルスサブティリス・サポロフィテックは、自
動供給機４４により微小マイクロナノバブル混合撹拌槽４０に供給されて液体としての水
と混合,撹拌される。特に、微小マイクロナノバブルが微小マイクロナノバブル水吐出配
管４２から吐出して、微小マイクロナノバブル流を発生し、微小マイクロナノバブル混合
撹拌槽４０内を混合,撹拌する。この微小マイクロナノバブル混合撹拌槽４０内で混合,撹
拌された有用微生物は、次に、オーバーフローで粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽４６



(14) JP 2011-25200 A5 2011.7.21

に流入する。粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽４６では、粗大マイクロナノバブル水吐
出配管４８から粗大マイクロナノバブルが吐出して、粗大マイクロナノバブル流５６を形
成している。粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽４６における粗大マイクロナノバブル流
５６により、また、時間の経過により、次第に有用微生物(バチルスサブティリス・サポ
ロフィテック)の活性度が増加してくる。
【０１１６】
　そして、この有用微生物(バチルスサブティリス・サポロフィテック)は、添加ポンプ４
９により、吸い込み配管４７から水配管１４を経由して、接触調整槽２または接触酸化槽
９またはそれら槽の両方に必要に応じて添加される。この接触調整槽２または接触酸化槽
９またはそれら槽の両方に上記有用微生物を添加する制御は、電動弁１２または電動弁１
３の開閉を自動的に制御することで実施される。そして、この電動弁１２または電動弁１
３の自動的な開閉制御は、タイマーによる制御、または、水質測定器(図示せず)を用いて
処理水の水質と連動させて行う制御等にて実施することができる。
【０１１７】
　上述の様に、この実施形態によれば、微生物活性化部５８において、粗大マイクロナノ
バブルと微小マイクロナノバブルによって活性化した有用微生物を含有したマイクロナノ
バブル水を、微生物培養槽２７から水配管１４を経由して、接触調整槽２および接触酸化
槽９の少なくとも一方に供給する。この活性化された有用微生物および粗大,微小マイク
ロナノバブルによって、接触調整槽２,接触酸化槽９,循環ポンプ槽１５および放流ポンプ
槽２０が構成する水処理部５７の水処理能力を向上させることができる。
【０１１８】
　ここで、各種バブルについて説明する。
【０１１９】
　(i) 通常のバブル(気泡)は水の中を上昇して、ついには表面でパンとはじけて消滅する
。
【０１２０】
　(ii) マイクロバブルは、その発生時において、直径が１０～数１０μｍの気泡径を有
する気泡で、発生後に収縮運動により、マイクロナノバブルに変化する。
【０１２１】
　(iii) ナノバブルは、数１００ｎｍ以下の直径を有する気泡である。
【０１２２】
　(iｖ) マイクロナノバブルは、１０μｍから数１００ｎｍ前後の直径を有する気泡で、
マイクロバブルとナノバブルの混合物と説明できる。
【０１２３】
　尚、上記実施形態では、微生物培養槽２７に導入する有用な微生物の一例として、枯草
菌としてのバチルスサブティリス・サポロフィテックを採用したが、セレウス種を主とし
た微生物群、またはバチルス・リケニホルミスを主とした微生物群、またはシュードモナ
ス・フルオレセンスを主とした微生物群、またはシュードモナス・プチダを主とした微生
物群を含んでいる微生物としてもよい。また、上記実施形態では、栄養剤・バブル発生助
剤槽２８から微生物培養槽２７へ栄養剤とバブル発生助剤の両方を添加したが、栄養剤と
バブル発生助剤のいずれか一方を微生物培養槽２７へ添加してもよい。また、上記バブル
発生助剤としては、無機塩類、ナトリウム塩、カルシウム塩、カリウム塩、マグネシウム
塩等を採用できる。
【０１２４】
　　　(第２の実施の形態)
　次に、図２に、この発明の水処理装置の第２実施形態を示す。この第２実施形態は、図
１の水処理部５７の接触酸化槽９の内部に接触材５９を充填した点だけが前述の第１実施
形態と異なっている。よって、この第２実施形態では、前述の第１実施形態と同じ部分に
ついては、同じ符号を付けて、詳細説明を省略し前述の第１実施形態と異なる部分を説明
する。
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【０１２５】
　図２に示すように、この第２実施形態では、接触酸化槽９の内部に、接触材５９の具体
的一例としての繊維状のポリ塩化ビニリデン充填物を充填した。したがって、この接触酸
化槽９では、活性化した有用微生物のバチルスサブティリス・サポロフィテックが接触材
５９としてのポリ塩化ビニリデン充填物に付着,繁殖して、接触材５９が充填されていな
い場合に比べて多くのメリットを発揮する。そのメリットとしては、以下の(1)～(3)に示
す内容がある。
【０１２６】
　(1) 流入原水の水質が変動しても、処理水の水質が安定する。
【０１２７】
　(2) 流入原水の水質負荷量がある程度増加しても、処理水の水質は安定的に維持できる
。
【０１２８】
　(3) 流入原水として、殺菌剤がある程度混入流入しても、ショックに強く、処理水の水
質が安定している。
【０１２９】
　　　(第３の実施の形態)
　次に、図３に、この発明の水処理装置の第３実施形態を示す。この第３実施形態は、水
処理部５７が、接触酸化槽９に替えて曝気槽６０を有する点と、循環ポンプ槽１５に替え
て沈殿槽６１を有する点とが、前述の第１実施形態と異なっている。よって、この第３実
施形態では、前述の第１実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細説明を
省略し、前述の第１実施形態と異なる部分を説明する。
【０１３０】
　この第３実施形態では、沈澱槽６１の下部に沈澱した汚泥を沈殿槽汚泥返送ポンプ６２
で汚泥返送配管６３を経由し上記曝気槽６０に返送できる構成となっている。この第３実
施形態では、水処理部５７が曝気槽６０と沈澱槽６１、および汚泥を返送するための沈殿
槽汚泥返送ポンプ６２を組み合わせた構成を有している。
【０１３１】
　上述の第１実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になって
おり、循環ポンプ槽１５での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要として
いなかった。これに対して、この第３実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対
象とした排水処理装置になっており、沈澱槽６１を必要とする排水処理設備である。この
第３実施形態の水処理部５７の接触調整槽２、曝気槽６０、沈澱槽６１、および放流ポン
プ槽２０が構成する排水処理システムは、上述の第１実施形態よりも一般的な排水処理シ
ステムであるので、対象とする排水は、数多く存在する。すなわち、多くの排水処理の現
場で、この第３実施形態を採用できることになる。
【０１３２】
　　　(第４の実施の形態)
　次に、図４に、この発明の水処理装置の第４実施形態を示す。この第４実施形態は、水
処理部５７が、接触酸化槽９に替えて曝気硝化槽６４を有する点と、循環ポンプ槽１５に
替えて沈澱脱窒槽６５を有する点とが、前述の第１実施形態と異なっている。よって、こ
の第４実施形態では、前述の第１実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳
細説明を省略し、前述の第１実施形態と異なる部分を説明する。
【０１３３】
　この第４実施形態では、沈澱脱窒槽６５の下部に沈澱した汚泥を沈殿脱窒槽汚泥返送ポ
ンプ７７で汚泥返送配管６３を経由して曝気硝化槽６４に返送できる構成となっている。
この第４実施形態では、水処理部５７が、曝気硝化槽６４と沈澱脱窒槽６５、および汚泥
を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ７７を組み合わせた構成を有している。
【０１３４】
　上述の第１実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になって
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おり、循環ポンプ槽１５での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要として
いなかった。これに対して、この第４実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対
象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽６５を必要とする排水処理設備である。
すなわち、この第４実施形態は、排水処理における被処理水中の窒素成分を除去する場合
に適合する実施形態である。
【０１３５】
　この第４実施形態の水処理部５７の接触調整槽２、曝気硝化槽６４、沈澱脱窒槽６５、
および放流ポンプ槽２０が構成する排水処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(
脱窒)できる。よって、この第４実施形態によれば、上述の第１実施形態に比べて、排水
処理装置としての処理機能が第１実施形態よりも高い内容となる。特に、被処理水中の窒
素成分に対する硝化作用と脱窒反応は、排水処理装置としての価値のある処理内容となる
。よって、この第４実施形態は、窒素規制がある地域での最適な排水処理装置となる。
【０１３６】
　　　(第５の実施の形態)
　次に、図５に、この発明の水処理装置の第５実施形態を示す。この第５実施形態は、原
水配管１への流入水を原水に替えて再利用水とした点だけが、前述の第４実施形態と異な
る。よって、この第５実施形態では、前述の第４実施形態と同じ部分については、同じ符
号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第４実施形態と異なる部分を説明する。
【０１３７】
　この第５実施形態では、流入水が再利用水で、水処理部５７が曝気硝化槽６４と沈澱脱
窒槽６５、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ７７の組み合わせた構
成を有している。
【０１３８】
　上述の第１実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になって
おり、循環ポンプ槽１５での循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要として
いなかった。これに対して、この第５実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を対
象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽６５を必要とする排水処理設備である。
すなわち、この第５実施形態は、再利用水処理装置における被処理水中の窒素成分を除去
する場合に適合する実施形態である。
【０１３９】
　この第５実施形態の水処理部５７の接触調整槽２、曝気硝化槽６４、沈澱脱窒槽６５、
および放流ポンプ槽２０が構成する再利用水処理システムは、再利用水(被処理水)中の窒
素成分を除去(脱窒)できる。よって、この第５実施形態によれば、再利用水処理装置とし
ての処理機能が第１実施形態よりも高い内容となる。特に、被処理水中の窒素成分に対す
る硝化作用と脱窒反応は、再利用水処理装置としての価値ある処理内容となる。よって、
この第５実施形態は、窒素を除去するべき再利用水が存在する場合の最適な再利用水処理
装置となる。
【０１４０】
　　　(第６の実施の形態)
　次に、図６に、この発明の第６実施形態を示す。この第６実施形態は、原水配管１への
流入水を原水に替えて下水とした点だけが、前述の第４実施形態と異なる。よって、この
第６実施形態では、前述の第４実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて、詳細
説明を省略し、前述の第４実施形態と異なる部分を主に説明する。
【０１４１】
　この第６実施形態では、原水配管１への流入水が一般的で規模が大きい下水で、水処理
部５７が曝気硝化槽６４と沈澱脱窒槽６５、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥
返送ポンプ７７の組み合わせた構成を有している。
【０１４２】
　上述の第１実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になって
いるので、循環ポンプ槽１５で循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要とし



(17) JP 2011-25200 A5 2011.7.21

ていなかった。これに対して、この第６実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を
対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽６５を必要とする排水処理設備である
。すなわち、この第６実施形態は、下水処理装置における被処理水中の窒素成分を除去す
る場合に適合する実施形態である。
【０１４３】
　この第６実施形態の水処理部５７の接触調整槽２、曝気硝化槽６４、沈澱脱窒槽６５、
および放流ポンプ槽２０の下水処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(脱窒)でき
る。よって、この第６実施形態は、下水処理装置としての処理機能が上述の第１実施形態
よりも高い。特に、下水処理装置において、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用と脱
窒反応は、価値ある処理内容となる。よって、この第６実施形態は、窒素を徐去するべき
下水が存在する場合の最適な下水処理装置となる。
【０１４４】
　　　(第７の実施の形態)
　次に、図７に、この発明の第７実施形態を示す。この第７実施形態は、原水配管１への
流入水を原水に替えて一般的で規模が大きいし尿とした点だけが、前述の第４実施形態と
異なる。よって、この第７実施形態では、前述の第４実施形態と同じ部分については、同
じ符号を付けて、詳細説明を省略し、前述の第４実施形態と異なる部分を主に説明する。
【０１４５】
　この第７実施形態では、原水配管１への流入水がし尿で、水処理部５７が曝気硝化槽６
４と沈澱脱窒槽６５、および汚泥を返送するための沈殿脱窒槽汚泥返送ポンプ７７の組み
合わせた構成を有している。
【０１４６】
　上述の第１実施形態では、沈澱性の良い微生物汚泥を対象とした排水処理装置になって
いるので、循環ポンプ槽１５で循環により汚泥が自然に沈澱するので、沈澱槽を必要とし
ていなかった。これに対して、この第７実施形態では、比較的沈澱性が悪い微生物汚泥を
対象とした排水処理装置になっており、沈澱脱窒槽６５を必要とする排水処理設備である
。すなわち、この第７実施形態は、し尿処理装置における被処理水中の窒素成分を除去す
る場合に適合する実施形態である。
【０１４７】
　この第７実施形態の水処理部５７の接触調整槽２、曝気硝化槽６４、沈澱脱窒槽６５、
および放流ポンプ槽２０のし尿処理システムは、被処理水中の窒素成分を除去(脱窒)でき
る。よって、この第７実施形態は、し尿処理システムとしての処理機能が上述の第１実施
形態よりも高い。特に、し尿処理装置において、被処理水中の窒素成分に対する硝化作用
と脱窒反応は、価値ある処理内容となる。よって、この第７実施形態は、窒素を徐去する
べき下水が存在する場合の最適な、し尿処理装置となる。
【０１４８】
　　　(第８の実施の形態)
　次に、図８に、この発明の水処理装置の第８実施形態を示す。この第８実施形態は、水
処理部５７が、接触調整槽２に替えて液中膜設置接触酸化槽６６を有した点と、循環ポン
プ槽１５を有していない点とが、前述の第１実施形態と異なっている。よって、この第８
実施形態では、前述の第１実施形態と同じ部分については、同じ符号を付けて詳細説明を
省略し、前述の第１実施形態と異なる部分を説明する。
【０１４９】
　この第８実施形態では、水処理部５７が、接触調整槽２、液中膜設置接触酸化槽６６、
および放流ポンプ槽２０から構成されている。この液中膜設置接触酸化槽６６では、有用
微生物濃度をＭＬＳＳ(活性汚泥浮遊物質)濃度で１００００ｐｐｍ以上とすることができ
る。この液中膜設置接触酸化槽６６には、液中膜６９が設置されている。ここで、上記液
中膜６９とは、別名、限外ろ過膜を意味していて、膜の穴のサイズが１ミクロン以下のサ
イズであることが一般的である。よって、微生物は上記液中膜６９を通過することができ
ないが、水分子は通過させることができるので、微生物と水とを合理的に分離することが
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できる。
【０１５０】
　上記液中膜６９で分離された処理水は、水配管７０から液中膜ポンプ７１と処理水配管
７２を通って、放流ポンプ槽２０に供給される。なお、図８において、６７は洗浄用散気
管であり、この洗浄用散気管６７が吐出する洗浄用空気６８によって液中膜６９を洗浄で
きる。
【０１５１】
　この第８実施形態では、上記した様に、液中膜設置接触酸化槽６６において、有用微生
物濃度をＭＬＳＳ濃度で１００００ｐｐｍ以上とすることができるので、排水処理装置の
処理能力を向上させることができるし、また、処理の安定化や、発生汚泥の減少化を実現
することができる。
【０１５２】
　　 (実験例)
　図１の第１実施形態の水処理装置に基づき、実験装置を製作した。この実験装置におい
て、接触調整槽２の容量を約１ｍ３とし、接触酸化槽９の容量を２ｍ３とし、循環ポンプ
槽１５の容量を１ｍ３とし、放流ポンプ槽２０の容量を１ｍ３とした。また、マイクロナ
ノバブル発生機２６における加圧タンク３３の容量を０.０１ｍ３と、マイクロナノバブ
ル発生機２６における余剰エアータンク３２の容量を０.０１ｍ３とし、微小マイクロナ
ノバブル混合撹拌槽４０の容量を０.１ｍ３とし、粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽４
６の容量を０.０５ｍ３とし、栄養剤・バブル発生助剤槽２８の容量を０.０５ｍ３とした
。そして、上記実験装置を、Ａ系列の実験装置とＢ系列の実験装置の２系列製作して準備
した。
【０１５３】
　そして、比較のため、準備したＡ系列とＢ系列の２系列の実験装置について、被処理水
としての人工排水を導入し、試運転を行った。なお、上記Ａ系列の実験装置では、マイク
ロナノバブル発生機２６を運転したが、上記Ｂ系列の実験装置では、マイクロナノバブル
発生機２６を運転しなかった。
【０１５４】
　そして、上記両者の試運転後、Ａ系列の実験装置とＢ系列の実験装置における接触調整
槽２への流入水の水質濃度と放流ポンプ槽２０の出口での処理水を比較したところ、下記
の比較表に示す内容であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　(比較表)
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【０１５５】
　上表の実験結果比較表の内容の通り、生物学的酸素要求量(ＢＯＤ)、化学的酸素要求量
(ＣＯＤ)、浮遊物質(ＳＳ)、ノルマルヘキサン抽出物質の各項目において、マイクロナノ
バブル発生機２６を運転したＡ系列は、マイクロナノバブル発生機２６を運転しないＢ系
列に比べて、除去率において好成績であることが判明した。
【符号の説明】
【０１５６】
１　原水配管
２　接触調整槽
３　ブロワー
４　空気配管
５　散気管
６　接触調整槽ポンプ
７　水配管
８　スクリーンユニット
９　接触酸化槽
１０　散気管
１１　空気配管
１２、１３　電動弁
１４　水配管
１５　循環ポンプ槽
１６　散気管
１７　循環ポンプ
１８、１９　気泡
２０　放流ポンプ槽
２１　散気管
２２　放流ポンプ
２３　気泡
２４、２５　水配管
２６　マイクロナノバブル発生機
２７　微生物培養槽
２８　栄養剤・バブル発生助剤槽
２９　微小マイクロナノバブル水配管
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３０　電動弁　
３１　圧力計
３２　余剰エアータンク
３３　加圧タンク
３４　電動弁
３５　配管
３６　粗大マイクロナノバブル水配管
３７　配管
３８　気体せん断部
３９　渦流ポンプ
４０　微小マイクロナノバブル混合撹拌槽
４１　吸い込み配管
４２　微小マイクロナノバブル水吐出配管
４３　微小マイクロナノバブル流
４４　自動供給機
４５　ホッパー
４６　粗大マイクロナノバブル混合撹拌槽
４７　吸い込み配管
４８　粗大マイクロナノバブル水吐出配管
４９　添加ポンプ
５０　ブロワー
５１　吸い込み配管
５２　定量ポンプ
５３、５４　水配管
５５　気泡
５６　粗大マイクロナノバブル流
５７　水処理部
５８　微生物活性化部
５９　接触材
６０　曝気槽
６１　沈澱槽
６２　沈澱槽汚泥返送ポンプ
６３　汚泥返送配管
６４　曝気硝化槽
６５　沈澱脱窒槽
６６　液中膜設置接触酸化槽
６７　洗浄用散気管
６８　洗浄用空気
６９　液中膜
７０　水配管
７１　液中膜ポンプ
７２　処理水配管
７３、７４　オーバーフロー配管
７５　空気吸い込み配管
７６　バルブ
７７　沈澱脱窒槽汚泥返送ポンプ
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理水が導入される調整槽と、
　上記調整槽からの処理水が導入される接触酸化槽と、
　上記接触酸化槽から導入される処理水を外部に放流する放流ポンプ槽と、
　微生物が導入される微生物培養槽と、
　上記微生物培養槽に上記微生物の栄養剤とバブル発生助剤の少なくとも一方を添加する
添加剤槽と、
　第１のマイクロナノバブルとこの第１のマイクロナノバブルのサイズよりも小さなサイ
ズの第２のマイクロナノバブルとを発生して上記第１および第２のマイクロナノバブルを
上記微生物培養槽に供給するマイクロナノバブル発生機と、
　上記微生物培養槽から上記第１および第２のマイクロナノバブルと上記微生物とを含有
した微生物含有マイクロナノバブル水を上記調整槽と接触酸化槽の少なくとも一方に供給
するマイクロナノバブル水供給部とを備えることを特徴とする水処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の水処理装置において、
　上記マイクロナノバブル発生機は、
　気体せん断部が付加した渦流ポンプと、
　上記渦流ポンプに接続された加圧タンクと、
　上記加圧タンクに接続されていると共に圧力計が付属している余剰エアータンクとを有
していることを特徴とする水処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の水処理装置において、
　上記微生物培養槽は、
　上記マイクロナノバブル発生機からの第１のマイクロナノバブルが供給される第１の混
合撹拌槽と、
　上記マイクロナノバブル発生機からの第２のマイクロナノバブルが供給される第２の混
合撹拌槽とを有することを特徴とする水処理装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１つに記載の水処理装置において、
　上記添加剤槽は、
　上記微生物培養槽に上記栄養剤とバブル発生助剤の両方を添加することを特徴とする水
処理装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１つに記載の水処理装置において、
　上記接触酸化槽からの処理水が導入されて上記処理水を上記接触酸化槽へ返送する循環
ポンプを有すると共に上記処理水を上記放流ポンプ槽へ導入する循環ポンプ槽を備えたこ
とを特徴とする水処理装置。
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